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岐阜市長  細江  茂光  様  

 

 

国 ・ 地 方 に お け る 財 政 状 況 は 、 世 界 的 な 金 融 危 機 の 影 響 や 、 少

子 高 齢 社 会 の 進 展 と そ れ に 伴 う 労 働 人 口 の 減 少 な ど に よ り 、 今 後

も 一 層 厳 し さ を 増 す も の と 見 込 ま れ て い ま す 。  
 

こ う し た 中 、 現 在 の 厳 し い 社 会 経 済 環 境 を 乗 り 越 え 、 地 方 分 権

改 革 の 時 代 に ふ さ わ し い 自 立 （ 律 ） し た 基 礎 自 治 体 の 構 築 を 目 指

し 、「 選 択 と 集 中 」に よ り 、効 率 的 で 、持 続 可 能 な 行 財 政 運 営 を 進

め て い く こ と が 求 め ら れ て い ま す 。  
 

こ の よ う な 状 況 に お い て 、公 の 施 設（ 以 下「 施 設 」と い う 。）の

サ ー ビ ス 提 供 に 要 す る 維 持 管 理 等 の 費 用 は 、 市 税 等 に よ る 公 費 負

担 と 、施 設 利 用 者（ 以 下「 受 益 者 」と い う 。）が 支 払 う 使 用 料 で 賄

わ れ て い ま す が 、 岐 阜 市 に お い て は 、 使 用 料 の 算 定 方 式 や 見 直 し

時 期 を 定 め た 市 役 所 全 体 の 統 一 的 な ル ー ル が 定 め ら れ て い ま せ ん 。 
 

こ の た め 、 公 費 負 担 を 支 え る 納 税 者 と し て の 市 民 と 、 受 益 者 と

し て の 市 民 に 、 そ れ ぞ れ の 立 場 か ら 理 解 と 納 得 が 得 ら れ る よ う 、

公 費 負 担 と 受 益 者 負 担 の あ り 方 を 具 体 的 か つ 明 解 に 示 し た 上 で 、

受 益 者 に 応 分 の 負 担 を 求 め る 必 要 が あ る と 考 え ま す 。  
 

以 上 の こ と か ら 、 私 た ち １ １ 名 で 組 織 す る 岐 阜 市 行 政 改 革 推 進

会 議 は 、 岐 阜 市 の 統 一 的 な 使 用 料 算 定 の 考 え 方 に つ い て  

 

○  施設ごとのサービス提供に要する原価を明確にする  

○  公費と受益者の負担割合を明確にする  

○  原価に対する受益者負担額を明確にする  

 

な ど の 観 点 か ら ７ 回 に わ た り 会 議 を 開 催 し 、 使 用 料 算 定 の 考 え

方 に つ い て 審 議 を 重 ね て ま い り ま し た 。  
 

 こ の 度 、 意 見 を 取 り ま と め ま し た の で 、 今 後 の 市 政 運 営 に 反 映

さ れ る よ う 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  
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平成２１年  ５月２５日  

 

 

会  長   髙  橋    弦  

副会長   鷲  見  泰  宏  

委  員   石  井  直  子  

委  員   浅  野  睦  子  

委  員   鵜  飼  武  彦  

委  員   奥  住  信  治  

委  員   笠  井  高  司  

(前 任 者   今  井  快  人 ) 

委  員   藪  下    浩  

(前 任 者   馬  場    清 ) 

委  員   新  井  啓  二  

委  員   野  村  典  博  

委  員   吉  村  夏  子  

 

 

（氏名：順不同）  
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Ⅰ．使用料算定における基本的な考え方  

１  市民が納得できる使用料のあり方  

○ 施 設 を 利 用 す る た め に 使 用 料 を 支 払 う こ と を 通 し て 住

民 意 識 が 高 ま り 、 住 民 自 治 に つ な が る 自 覚 が 生 ま れ る

も の と 考 え ま す 。 基 本 的 に 、 使 用 料 が 無 料 （ 全 額 公 費

負 担 ） と い う こ と は 望 ま し く な い と 考 え ま す 。  

 

○ 使 用 料 収 入 が 施 設 の 維 持 管 理 等 に 要 す る 費 用 を 下 回 る

場 合 は 、 不 足 分 を 公 費 で 補 う こ と に な る 。 受 益 者 と 、

施 設 を 利 用 し な い 市 民 と の 負 担 の 公 平 化 を 図 る た め 、

受 益 者 に は 応 分 の 負 担 を 求 め る こ と が 必 要 で あ る と 考

え ま す 。  

➣   受 益 者 負 担 の 原 則 （ 公 平 化 ）  

 

○ 応 分 の 負 担 を 求 め る 受 益 者 と 、 公 費 負 担 を 支 え る 納 税

者 と し て の 市 民 に 分 か り や す く 説 明 で き る よ う 、 積 算

根 拠 と な る 算 定 方 法 を 明 確 に す る こ と が 必 要 で あ る と

考 え ま す 。  

➣   算 定 方 法 の 明 確 化 （ 透 明 化 ）  

 

○ よ り 低 廉 な 使 用 料 と す る た め 、 民 間 活 用 等 に よ り 効 率

的 な 施 設 運 営 に 努 め る と と も に 、 Ｐ (計 画 )－ Ｄ (実 施 )

－ Ｃ (検 証 )－ Ａ (見 直 し )の マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル に よ

る 継 続 的 な 事 務 事 業 の 見 直 し に よ り 、 コ ス ト 削 減 に 努

め る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ま す 。  

➣   コ ス ト 削 減 の 努 力 （ 低 廉 化 ）  

 

 

 ２  施設の性質に応じた使用料の算定  

○ 施 設 に は 、 公 共 性 （ 広 く 社 会 一 般 の 利 害 ・ 影 響 ） の 強

弱 が 異 な る 多 種 多 様 の 施 設 が あ る た め 、 使 用 料 の 算 定
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に 当 た っ て は 、 施 設 の 維 持 管 理 等 に 要 す る 費 用 を 原 価

と し た 上 で 、 施 設 の 公 共 性 の 強 弱 に 応 じ て 受 益 者 の 負

担 割 合 に 差 を 設 け る な ど 、 一 定 の 配 慮 が 必 要 で あ る と

考 え ま す 。  

 

○ 市 民 に 分 か り や す く 説 明 で き る よ う 、 原 価 と 、 施 設 の

公 共 性 の 強 弱 に 応 じ た 性 質 別 負 担 割 合 に 基 づ く 具 体 的

な 算 定 方 式 と す る こ と が 望 ま し い 。  

➣   使 用 料  ＝  原 価  × 性 質 別 負 担 割 合  

  

 

３  使用料算定の対象とする施設  

○ 受 益 と 負 担 の 公 平 化 の 観 点 か ら 、 使 用 料 が 有 料 の 施 設

だ け で は な く 、 現 在 は 使 用 料 が 無 料 の 施 設 も 使 用 料 算

定 の 対 象 と す る こ と が 望 ま し い 。  

 

 

 

Ⅱ．使用料の算定について  

 １  サービス提供に要する原価の算定  

    ○ 原 価 は 、 施 設 に 係 る 全 て の 経 費 を 積 み 上 げ な い と 実 態

が 見 え な く な る 。 国 等 か ら の 補 助 金 も 含 め て 、 原 則 と

し て １ ０ ０ ％ 積 み 上 げ る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ま す 。 

 

○ 財 政 健 全 化 の 観 点 も 踏 ま え 、 新 地 方 公 会 計 制 度 の 発 生

主 義 の 考 え 方 に 合 わ せ て 、 減 価 償 却 費 （ 定 額 法 ） や 退

職 給 与 引 当 金 繰 入 等 の 現 金 で 支 出 し て い な い 費 用 も 原

価 に 含 め る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ま す 。  

 

○ 原 価 に 企 画 や 人 事 管 理 等 の 内 部 管 理 部 門 の 間 接 費 用 ま

で 含 め る と 際 限 が 無 く な る 上 、 積 算 根 拠 も 曖 昧 に な り

分 か り に く く な る た め 、 原 価 は 、 施 設 サ ー ビ ス の 提 供

に 直 接 要 す る 費 用 と す る こ と が 望 ま し い 。   
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 ２  施設の性質別分類と受益者負担割合  

○ 施 設 の 公 共 性 を サ ー ビ ス の 必 需 性 と 市 場 性 か ら 分 類 す

る 場 合 、 多 種 多 様 に あ る 施 設 の 公 共 性 の 強 弱 は 白 黒 ハ

ッ キ リ で き な い 部 分 も 多 い 。 分 類 は 、 大 ま か 過 ぎ て も

い け な い が 、 細 分 化 し 過 ぎ て も 際 限 が な く な る と 考 え

ま す 。  

 

○ ４ 分 類（ 負 担 割 合 → ０ ％ 、５ ０ ％ 、５ ０ ％ 、１ ０ ０ ％ ）

程 度 で は 領 域 の 中 間 辺 り に く る 施 設 も あ り 、負 担 割 合

の 差 が 大 き く な り 過 ぎ る 。 中 間 の 領 域 を 追 加 し て 、  

施 設 の 実 状 を 的 確 に 反 映 で き る よ う 慎 重 に 分 類 す る

こ と が 必 要 で あ る と 考 え ま す 。  
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Ⅲ．その他の取り扱いについて  

 １  政策的特例措置（減額・免除制度）  

○ 都 市 間 競 争 が 激 し く な る 中 、ま ち の 魅 力 を つ け る た め 、

観 光 や 教 育 文 化 の 振 興 、社 会 的 弱 者 等 へ の 政 策 的 配 慮

と し て 、使 用 料 を 減 額・免 除 す る こ と も 必 要 で あ る と

考 え ま す 。  

 

○ 政 策 的 特 例 措 置 と し て の 減 額 ・ 免 除 制 度 は 、 設 置 目 的

や 性 質 等 が 異 な る 施 設 を 一 律 に 統 一 す る の で は な く 、

施 設 の 分 類 ご と に 統 一 す る こ と が 望 ま し い 。  

 

○ 減 額 ・ 免 除 と な る 対 象 や 減 額 割 合 は 、 施 設 の 分 類 ご と

に バ ラ ツ キ が あ っ て も 良 い 。 大 切 な の は 減 額 ・ 免 除 す

る こ と や 、 バ ラ ツ キ が あ る こ と の 説 明 責 任 を 果 た す こ

と で あ る と 考 え ま す 。  

 

○ 特 定 の 人 に 手 厚 く 減 額 ・ 免 除 し た 分 は 、 市 民 が 負 担 す

る こ と に な る の で 公 平 性 に 繋 が ら な い 。 減 額 ・ 免 除 す

る こ と と 公 平 性 を 保 つ た め 、 適 正 に 運 用 す る こ と が 必

要 で あ る と 考 え ま す 。  

 

 

 ２  激変緩和措置  

○ 使 用 料 の 値 上 げ 改 定 は 市 民 生 活 に 急 激 な 負 担 を 強 い る

こ と に な り 、利 用 率 の 低 下 を 招 く 恐 れ も あ る こ と か ら 、

改 定 の 上 限 率 を 設 け る と と も に 、 施 設 ご と の 実 状 も 踏

ま え て 段 階 的 に 改 定 す る こ と が 望 ま し い 。  

 

○ 一 方 、 使 用 料 が 現 行 よ り 低 額 に な る 施 設 で 、 民 間 の 類

似 施 設 の 経 営 を 圧 迫 し な い よ う 現 行 使 用 料 に 据 え 置 く

施 設 に つ い て は 、 ど う し て 岐 阜 市 が 施 設 を 設 置 し て い

る の か を 考 え な け れ ば な ら な い 。 政 策 的 に 無 く て は な

ら な い 施 設 で な け れ ば 民 間 に 設 置 を 任 せ れ ば よ い と 考

え ま す 。  


